
六
角
氏
式
目
制
定
の
目
的
と
背
景

木

村

靖

一

は

じ

め

に

永
禄
六
i
十
年
期

は
、
没
落
過
程

に
あ

っ
た
戦
国
大
名
六
角
氏

に
と

っ

て
、
そ

の
存

立
を
左
右
す
る
大
事

な
時
期

で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
動

向

の
す
べ
て
が
、
永
禄
十

(
一
五
六
七
)
年
四
月
に
制
定
さ
れ
た

『
六
角

玩
式
目
』

に
集
約
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
式
目
が
世

に
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
比
較
的
新
し
い
こ
と
で
あ
る
。

昭
和
±

年

牧
健
二
氏
に
よ
っ
て
阿
波
国
破
庫
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
牧

氏

は
こ
れ
を
、
同
十

二
年
十

一
月

『
法
学
論
叢
』
誌

上
に
お
い
て
、
紹
介

さ
れ

た
の
が
最
初

で
あ

る
。

永
禄
六
ー
十
年
期

に
お
け
る
六
角
氏

の
動
向
が
、

こ
の
式
目

に
集
約

さ

れ

て
い
る
と

い
う

こ
と
は
、
式
目
の
発
効
過
程
を
み
て
も
理
解

で
き
る
。

そ
れ

は
、
他

の
戦
国
大
名
家
法
が
、
主

(
戦
国
大
名
)

に
よ
り
、
従

(
大

名
被
官

・
領
域
内
)

へ
の

一
方
的
下
附

と
い
う
形
式
を
と

っ
て
い
る

の
に

対

し
て
、
六
角
氏

の
場
合

に
は
、
主
従
相
互
承
認

の
後
、

こ
れ
を
下
附
し

て
い
る
。
ま
た
、

そ
の
内
容
は
、
相
互
規
制
的
な
性
格
を
有

し
て
い
る
の

で
あ

る
。
そ
れ
で
は
何
故
、

こ
の
よ
う

な
性
格
を
有
す
る
式

目
を
制
定
し

六
角
氏
式
目
制
定
の
目
的
と
背
景

な
け
れ
ば

な
ら
な

か

っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

そ
の
原
因
が
永
禄
六
-
十
年

期

に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う

か
。

こ
の
時
期

に
お
け

る
六
角

氏

の
動
向
に

つ
い
て
、
箇
条
的

に
あ
げ
て
み
る
と
、

お
よ
そ
次
の
よ
う

に

な
る
だ
ろ
う
。

e

戦

国
大
名
と

し
て

の
六
角
氏

は
、

こ
の
時
期

に
至

っ
て
も
分

国
内

で

の
支
配
権
力
が
確
立
せ
ず
、
他

の
戦
国
大
名

と
比
し
て
も
、

そ
の

機
構
は
極

め
て
劣

っ
て

い
た
。

口

そ

の
た
め
に
六
角
義
治
自
身

の
手

に
よ

っ
て
、
権
力
機
構
を
強
化

す

る
た
め
に
、

先
代
承
禎

の
有
力
被
官
後
藤
氏
殺
害
事
件

を

起

す

が
、
被
官
達

の
反
撃

に
よ

っ
て
甲
賀
郡

に
退
却
す

る
。

日

権
力
強
化
策

の
失
敗

に
よ
り
、
ま
す
ま
す
弱
体
化

し
、
そ
れ
と
共

に
、
江
北
浅
井
氏

の
侵
攻
が
激
化
す

る
。
そ

の
結
果
、
永
禄
九
年
秋

に
決
定
的
敗
北
を
す
る
。

㈲

こ
の
よ
う
な
時
期

に
、
有
力
被
官
同
志
に
よ

っ
て
訴
訟
事
件
が
起

る
。

こ
れ
に
対

し
て
、
六
角
氏

の
独
断

に
よ
る
裁
決
が
あ
る
。

㈲

以
上
e
～

㈲
で
み
た
よ
う
に
、
ま
さ

に
内
憂

外
患

の
状
況

に
あ

っ

た
分
国
内
を
再
統

一
し
、
権
力
基
盤
を
強
化
す
る
と
共
に
、
六
角
氏

八
五



の
独
断
を
牽
制
す

る
た
め

に
、
式
目
を
制
定
す
る
。

本
報
告

に
お

い
て
は
、
右

の
口
、

四
、
㈲
を
中
心
と
し
て
若
干

の
考
察

を
お
こ
な

っ
て
み
た
い
。
な
お
、
e
、

日
の
問
題
、
と
く

に
e

の
権
力
機

構
に

つ
い
て
は
、

後

日
な

ん
ら

か
の

か
た
ち

で

明
ら
か
に
し
た

い

と
思

う
。

ρ二

観

音

寺

騒

動

永
禄
六

(
一
五
六
三
)
年
十
月

一
日
、
六
角

承
禎

の
重
臣
後
藤

但
馬
守

賢
豊
父
子
が
、

六
角
義
治

(義

弼
)

に
誘
殺
さ
れ
る
と

い
う
事
件
が
発
生

し
た
。

こ
の
単

な
る

家
臣
殺
害
事
件
を

発
端

と
し
て
、

六
角
氏
分
国
内

は

「
及
大
乱
」

こ
と

に
な
る
。

『
長
享
年
後
畿
内
兵
乱
讒
』

に
よ
れ
ば
、

十
月

一
日
、
為
佐

々
木
四
郎
殿
後
藤
父
子
三
人
生
害
、
然
者
永

田
刑
部

少

輔
三
上
池

田
進
藤
平
井
其
外
後
藤
家
来
衆
自
焼
、
面

々
館
江
取
退
、

干
時
観
音
寺
騒
動

(後

略
)

③

と
あ
る
。
ま
た
、

『
厳
助
往
年
記
』

に
は
、

江
州
観
音
寺
滅
却
及
大
乱
事
、

と
あ
り
、

こ
の
事
件
を
観
音
寺
騒
動
と
よ
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、

『
足
利

④

季
世
記
』

に
は
、

(
前
略
)
後
藤
但
馬
守
其
子
又
三
郎

(中
略
)
屋
形

ヨ
リ
御
使

ア
リ
ト

聞

テ
早
朝

二
出
仕

シ
ケ
ル
ヲ
待

ウ
ケ
建
部
種
村
両
人
ア

マ
タ
ノ
若
者
ト

モ
ヲ
引
率

シ
四
方

ヨ
リ
取
籠
終

二
後
藤
但
馬
父
子
ヲ
打
取

リ
ケ
ル

(中

略
)
後
藤

力
供

二
来

シ
者

ト
モ
国
中

二
走

リ
散
テ
色

々
雑
説
頻

リ
ナ
リ

(
後
略
)

と
あ

る
。

八
六

こ
の
重
臣
と

は
い
え
、
単
な

る
家
臣
誘
殺
事
件

に
す
ぎ
な
い
も

の
が
、

何

故
に
国
内

「
及
大
乱
」

よ
う

に
な

っ
た
の
だ

ろ
う

か
。
こ
こ
で
ま
ず
、

事
件
の
背
景

に
つ
い
て
考

え
て
み
る
。

六
角
義
賢

(
承
禎
)

が
、
義
治

に
家
督

を
譲

っ
た

の
は
、
永
禄

五

(
一

五
六
二
)
年
三
好
長
慶

と
和
議
を
結
ん
だ
後

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
時

よ
り
観
音
寺
城

を
没
落
す
る
永
禄
十

一

(
一
五
六
八
)
年
ま
で
、

実
質
的
権
力
を
有

し
て
い
た
。
十
七
歳

で
家
督
を
継

い
だ
義
治

は
、
今
だ

若
く
、
父
承
禎

の
権
力
も
強
大
で
あ

り
、
さ
ら

に
承
禎
側
近

の
重
臣
達

も

健
在

で
あ

る
と

い
う
状
況
下

に
あ

っ
た
。

こ
の
承
禎
側
近

の
重
臣
達

の

一

人

に
、
後
藤
但
馬
守
賢
豊
が

い
た
の
で
あ

る
。
後
藤
但
馬
守

に
つ
い
て
、

0

『
足
利
季
世
記
』

は
次

の
よ
う

に
評

し
て
い
る
。

(
前
略
)
普
代
相
伝

ノ
家
来

ノ
外

二
後
藤

ト
云
者
ア
リ
近
代
舟
岡
合
戦

以
来

二
代
佐

々
木
家

二
尽
功
忠
賞
越
他

二
威
勢

ヲ
振

ヒ
家
老

ノ
列

ニ
ナ

リ
頻
リ

ニ
鷹
揚

ノ
思
有

リ
又
其
身

ノ
亡

フ

ヘ
キ
瑞
相

ニ
ヤ
彼
力
申

ス
事

大
小
事
共

二
屋
形
承
禎
吉
事

二
聞
成

シ
万
彼

一
人

二
評
定

サ
セ
テ
余
人

ノ
申
事
ヲ

ハ
不
被
用
後
藤

モ
江
家

ニ
テ

ハ
大
名

ナ

レ
ハ
威
勢

ヲ
ッ
ノ
リ

一
門
家
老

ヲ
指
越

テ
家
中
上
下
己

力
下

二
立

ン
ト
欲

ス
己

力
心

二
叶

フ

ヲ

ハ
賞

ヲ
申
与
罪

ヲ
免

シ
ケ

レ
ハ
江
家

ノ
侍
半
過

テ
後
藤

二
随

ヒ
付

キ

ケ
ル

(後
略
)

こ
の
よ
う

に
、
譜
代
相
伝
の
被
官

で
な

い
後
藤
但
馬
守
家
は
、
山
城
国
舟

岡
山
合
戦
以
降
急
速
に
威
勢
を

つ
け
て
、
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
後

⑥

藤
氏

の
出
自

に
つ
い
て
は
、

『
勢
州
軍
記
』

に
、

(前
略
)
彼
後
藤

但
馬
守
者
後
藤
兵
衛
実
基
之
後
胤
。
播
磨
国
住
人
後

藤

三
郎
左
衛
門

尉
基
明
之
嫡
孫
。

其
頃
於
六
角

家
第

一
之

臣
下
也
。



(後
略
)

と
あ

る
。

し
か
し
、

そ
の
詳
し

い
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ

る
。

こ
の
譜
代
相

伝
の
被
官

で
な

い
後
藤
氏
も
、
但
馬
守
賢
豊

の
代

に
な
る
と
、
六
角
承
禎

は
何
事
も
賢
豊

一
人
に
ま
か
せ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
家
老

の
列
に

な
る
の
で
あ

る
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
頃

の

六
角
氏

に
お
け
る

家
政
機
関

は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た

の
で
あ

ろ
う

か
。

こ
れ
も
現
在

の
段
階

で
は
不
明

で
あ

る
が
、
家
老

(
年
寄
)
・
門
客

・
一
門
衆

と
い
う

語
を
み

る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
後

に
述
べ
る

『
六
角
氏
式
目
』

に
は
、
御
前

若
衆
と

い
う
語
を

み
る
こ
と
が

で
き
る
。

こ
こ
で
い
う
家
老

(年

寄
)
と

は
、
目
賀

田
次
郎
左
衛
門
、
楢
崎
太
郎

左
衛
門
尉

・
三
上
孫
三
郎

(越
後
守
)
・
三
雲
新

左
衛
門

.
蒲
生
下
野
守

な
ど

の
諸
氏

で
あ

る
。
さ
ら
に
、
門
客
と
し
て
佐

々
木
刑
部
大
夫

.
田
中

四
郎
兵
衛

(治
部
少
輔
)
、

一
門
衆

に
は
京
極

・
朽
木

・
鞍
智

.
大
原
な

ど

の
諸
氏
が

い
た
。
彼
ら
重
臣
達

は
、

い
ず
れ
も
京
都
直
参
ー
足
利
氏
直

参

の
侍
で
あ

っ
た
。
ち
な
み
に
、

『
重
臣
連
署
起
請
文
』

に
署
名
し
て
い

る
者
を
あ
げ
て
み
る
と
、
蒲
生

下
野

入
道
定
秀

・
三
雲
新
左
衛
門
尉
成
持

・
楢
崎
太
郎
左
衛
門
尉
賢
道

・
三
上
越
後
守

(
孫
三
郎
)
恒
安
な
ど
を
み

る
こ
と
が
で
き

る
。

こ
の
よ
う
に
六
角
義
治

の
周
辺
は
、
父
承
禎

の
健
在

・
承
禎
側
近
の
後

藤

但
馬
守
と
後
藤
氏

に
従
う
被
官
達

の
威
勢

に
圧
せ
ら
れ
て
い
る
と

い
う

状
況

で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ

っ
た
義
治
は
、

(
前
略
)
義
弼
此
有
様

ヲ
見

テ
若

シ
後
藤
但
馬
守
逆
意
思
立
事

ア
ラ

バ

吾

力
家

一
門
家
来
皆
以

テ
彼

レ

ニ
順
テ
五
明

背

ヌ

ヘ
キ
事

ウ
タ
カ
ヒ
ナ

シ
主

ノ
威
軽

ク
成
事
以

ノ
外

ノ
次
第

ナ
リ

(
後
略
)

六
角
氏
式
目
制
定
の
目
的
と
背
景

と

い
う
危
機
感
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
た
。
義
治
が
こ
の
よ
う
な
危
機
感
を

持

つ
の
は
、
江
北
守
護
京
極
氏
が
、
そ

の
権
力

を
老
臣
上
坂
氏
被
官
浅
井

氏

に
よ

っ
て
、
押
領
さ
れ
た
こ
と
を
知

っ
て

い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
し

て
、
後
藤
氏

の
威
勢

に
よ
り
、
こ
れ
と
同
様

の
こ
と
が
起
き
る
と
考
え
た

の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、

こ
の
こ
と
を

「
近
臣

二
種
村
建
部

ト
云
両
人

ノ

⑧

者

ヲ
呼
此
事

ヲ
シ
メ
シ
合
」
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
種
村

・
建
部
は
義
治

側
近

で
あ
る
が
、
義
治

の
意
見
に
は
反
対
し
た
。
こ
の
間

の
経
過
を

『
足

⑨

利
季
世
記
』
に
よ
れ
ば
、

(
前
略
)

〔後
藤
但
馬
守

は
〕
承
禎

ノ
寵
臣
也
国
中

ノ
大
名
家
老
多
以

テ
彼

レ
カ
縁

者
タ
リ

一
定
後
難
ト
可
成

ト
評
定

シ
先

ツ
此
由

ヲ
ヒ
ソ
カ

ニ
承
禎

工
奉
伺
テ
其
後
可
被
誅
ト
申

シ
ケ
レ

ハ
義
弼
大

ニ
イ

カ
リ
汝
等

ヲ

ハ
頼
母
敷
思

ヒ
カ

玉
ル

一
大
事

ヲ
云
合

ケ
ル
ソ
吾
力
落
度
也
父
屋
形

二
申

サ

バ
御
免

可
有

力
却
而
後
藤

モ
レ
聞

ナ

ハ
吾

力
災
ト
ナ
ル

ヘ
シ
此

上

ハ
不
及

力
今
夜

打
立

テ
自

ラ
後
藤

ヲ
打
果

シ
存
分
可
遂

ト
已

二
用
意

ア
リ
ケ

レ
ハ
建
部
種
村
袂

ヲ
ヒ
カ

へ
暫
御
待
候

工
左
ヤ
ウ

ニ
思
食
給

ハ

X
明
日
召
寄
可
致
誅
伐

ト
誓
言

シ
ケ

レ

ハ
義
弼
不
斜
悦
テ
明
ル
日
ヲ
待

給

フ

(
後
略
)

と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
十
月

一
日
後
藤
但
馬
守
は
誘
殺

さ
れ

た
の

で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
よ

っ
て
、
他

の
重
臣
や
縁
故

の
侍
は
、

そ
れ
ぞ
れ

各
自

の
在
地

へ
引
揚
げ
た

の
で
あ

る
。
そ
し
て
、

つ
い
に

「依
之
後
藤
之

O

一
族
井

国
中
之
諸
侍
悉
背
六
角
家
。
攻
観
音
寺
城

。」
と

い
う

状
態

に
な

り
、
こ
れ
よ
り
六
角
氏
は
、
内
訌

に
苦
し
む
こ
と
と
な

る
。

こ
の
観
音
寺
城
攻
撃

の
た
め
に
、
六
角
承
禎

・
義
治
父
子

は
、

(
前
略
)

八
日
暁
、
四
郎
殿
二
千
許

日
野
蒲
生
舘
御
退
、
九
日
巳
刻
、

八
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⑪

御
親
父
承
禎
、
三
雲
舘
江
御
退

(
後
略
)

と
あ
る
。

さ
ら
に
観
音
寺
お
よ
び
城
下
も
、

(
前
略
)
軍
卒
観
音
寺

乱
妨
、

一
宇
不
残
焼
失
、

観
音
寺

本
堂
迄
回

⑫

禄
、
麓

石
塲
寺
三
千
家

屋

一
時
焼
却

(後
略
)

と

い
う
有
様

で
あ

っ
た
。
ま
た
、

こ
れ
と
同
時

に
、

⑲

(
前
略
)

国
中
之
諸
家

一
味
同
心
。

語
江
北
浅
井

家
攻

日
野
城
也
。

(
後
略
)

と
、
多
く

の
被
官
が
江
北
浅
井
氏
と
共
に
、

日
野
城
を
攻
撃

し
て
い
る
。

こ
れ
に
参
加
し
た

の
は
、
永

田

・
三
上

・
池

田

・
平
井

・
進
藤
な
ど

の
有

力
被
官
達

で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
分
国
内

で
の
内
訌

は
、
江
北
浅
井
氏

の
介
入
に
よ
り
、

今
後
江
南

・
江
北

の
争

い
に

発
展
し
て
い
く

の
で
あ

る
。こ

う

し
て
観
音
寺
城
を
没
落

し
た
六
角

承
禎

・
義
治
は
、

日
野
舘
主
蒲

生
定
秀

・
賢
秀

の
調
停

に
よ

っ
て
、
十
月
下
旬

に
は
帰
城
す

る
こ
と
が
で

⑭

き
た
。

『
勢
州
軍
記
』

に
よ
る
と
、

(前
略
)
蒲
生
定

秀
之

子
息
左
兵
衛

大
夫
賢
秀
。
亦
後
藤
但
馬
守
之
嫦

聟
也
。
雖
然
敬

主
君
離
親
族
独
致
忠
節
。
遂
調
君
臣
和
睦
。
立
但
州
之

次
男
後
藤
喜
三
郎
為
家
督
。
致
国
中
無
為
。
是
抜
群
之
忠
功
也
。
故
蒲

生

父
子
其
頃
於
六
角
家
司
権
柄
也
。

(後
略
)

と
あ

り
、
蒲
生
賢
秀
の
行
動
を
賞
し
て
い
る
。

蒲
生
定
秀

・
賢
秀

の
調
停

に
よ

っ
て
、
観
音
寺
城
を
回
復

し
た
承
禎

・

義
治

に
、
犬
上
郡
多
賀
神
社

・
京
都
大
徳
寺

よ
り
慰
問
が
あ

っ
た
。
そ
れ

⑮

⑯

に
対
し
て
、
承
禎

・
義
治

は
次

の
よ
う
な
謝
状
を
送

っ
て
い
る
。

就

四
郎
帰
城
、
両
種

一
荷
到
来
祝
着
候
、
猶
武
藤
与

介
可
申
候
也
、
謹

八
八

言
、十

月
十
六
日

承
禎

(花
押
)

多
賀
社

就
当
国
錯
乱
芳
間
、
過
分
至
極
候
、
仍
青
銅
百
疋
拝
受
、
難
奉
謝
候
、

委
曲
漬
田
七
郎
左
衛
門
尉
可
申
入
候
、
可
得
尊
意
候
、
恐
惶
敬
白

後
十

二
月
十
六
日

義
弼

(
花
押
)

大
徳
寺
貴
報

こ
の
よ
う
に
し
て
、
六
角
義
治
に
よ

っ
て
起
さ
れ
た
観
音
寺
騒
動
は
、

蒲
生
氏

の
調
停
に
よ
り
、
後
藤
喜

三
郎
高
治
が
家
督

を
相
続
す
る
こ
と
を

条
件

に
、

一
応

の
解
決
を
す
る
の
で
あ

っ
た
。
だ
が
、

こ
の
六
角
氏
分
国

内

で
の
内
訌

は
、
江
北
浅
井
氏

の
侵
攻

に
よ

っ
て
、
混
乱

は
激
し
く

な

っ

て
い
く

の
で
あ

る
。
そ
し
て
、

つ
い
に
永
禄
九
年

に
は
、

〔九
月
〕
+
三
日
鞭
嘖

去
九
日
江
州
容

蟹

ず

打
死
人
衆
三
百

計
。
南
衆
打
死
云

々
。

⑰

と
、

『永
禄
九
年
記
』
に
あ
る
よ
う

に
、
決
定
的
敗
北
を
す
る

の
で
あ

っ

た
。

三

安
国
寺
質
流
相
論

一
件

二
で
述

べ
た
観
音
寺
騒
動
と
と
も

に
、

『
六
角
氏
式
目
』
制
定

の
大
き

な
要
因
と
な

っ
た
も

の
に
、
安
国
寺
質

流
相
論
が
あ

る
。

こ
れ
は
、
足
利

尊
氏
に
よ

っ
て
諸
国

に
建

立
さ
れ
た
安
国
寺

の
ひ
と

つ
、
芦
浦
安
国
寺

の

支
配
権
に
関

し
た
相
論
で
あ
る
。

こ
の
国
家
祈
願

の
寺
が
、

い

つ
頃

か
ら

衰
退
し
た
の
か
不
詳

で
あ
る
が
、

こ
の
時
期
に
は
、
後
藤
氏

の
支
配

に
属

し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
永
禄
九

(
一
五
六
六
)
年
五
月
後
藤
喜

三
郎
高

〆



治

バ
『
連
署
起
請
文
』

で
は

高
安

と
な

っ
て
い
る
が
、

こ
の
時
期
の
自
署

に
は
高
治
と
あ

る
)
は
、
野
洲
郡
木
浜

の
進
藤

山
城
守

に
対
し
て
、
安
国

寺
を
質

物
と
し
て
、
銭
二
十
貫
文

の
借
用
を
依
頼

し
て
い
る
。
し
か
し
、

返
済
期
限
の
同
年
十
月
を
過
ぎ

て
も
返
済
さ
れ
て
い
な

い
と
し
た
進
藤
氏

は
、
安
国
寺

の
質
流
を
通
告

し
て
、
没
収
し
て
し
ま

っ
た
。
こ
の
こ
と

か

ら
、
後
藤

・
進
藤
両
人

の
相
論
だ
け

で
な
く
、
後
藤
氏
を
支

持
す
る
親
類

衆

・
重
臣
と
六
角
玩

・
進
藤
氏

と
の
相
論

へ
と
発
展

し
た

の
で
あ

る
。

こ

こ
で
は
、

『
芦
浦
観
音
寺
文
書
』

に
よ
り
、
安

国
寺
質
流
相
論
を
追

っ
て

み
る
。

永
禄
九
年

五
月

二
十
四
日
後
藤
喜

三
郎
は
、
進
藤
山
城
守
方
よ
り
安
国

⑱

寺
を
質

物
と
し
て
、
銭
二
十
貫
文
を
借
用
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
進
藤
氏

は
約
月

の
超
過
を
理
由
と
し
て
、
安
国
寺

の
質
流
を
通
告
し
て
き

た
。

こ

こ
で
後
藤
氏

は
親
類
衆
と
と
も

に
、
芦
浦
観
音
寺

・
本
間
右
馬
允
を
調
停

者
と
し
て
、
解
決
を

は
か

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
進
藤
氏
は
調
停
を

待
た
ず

に
、

六
角
氏

へ
直
奏
し
た
た
め
に
、

こ
の
事
件

は
大
き
く
発

展
し

て
い
く

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
訴
訟

に
対
し
て
、

六
角
氏

は
次

の
よ
う
な
裁

⑲

断
を
お
こ
な

っ
て
い
る
。

祈

願
所
蘆
浦
安
国
寺
之
事
、
後
藤
喜
三
郎
雖
令
存
知
寺
候
、

其
方
江
為

質

物
遣
置
、
約
月
馳
過

二
付
而
被
流
取
之
由
、
得
其
意
候
、
自
然
誰

々

申

子
細
雖
在
之
、

不
可
能
許
容
候
、
然
上
者
、
彼
寺
物
井
諸
職
被
官
人

等
永
代
才
判
之
儀
、
不
可
有
別
儀
候

(後
略
)

三
月
廿

三
日

承
禎

(花

押
)

進
藤
山
城
守
殿

六
角
氏
式
目
制
定
の
目
的
と
背
景

蘆
浦
安
国
寺
之
事
、
質
物
仁
被
取

流
付
、
御
屋
形
御
書
之
通
披
見
候
、

然
者
其
旨
不
可
有

別
儀
候

(
後
略
)

三
月
廿
八
日

義
治

(花
押
)

進
藤
山
城
守
殿

と
、
進
藤
氏

の
訴
え
を
全
面
的

に
認
め
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
後
藤
氏

の

親
類
衆

で
あ
る
狛
丹
後
守
定
式

・
布
施
淡
路
入
道
公
雄

・
十
竹
軒
中
腥

・

三
上
越
後
守
恒
安

・
永

田
備
中
入
道
賢
弘
ら
六
角
氏
重
臣
は
、

四
月
十

一

⑳

日
に
進
藤
氏

に
対
し
て
、
そ

の
非
を
訴
え
る
書
状
を
送

っ
て
い
る
。
さ
ら

⑳

に
、
翌
十

二
旧
に
は
六
角
義
治
側
近
の
狛
修
理
亮

・
狛
右
兵
衛

に
、
ま
た

.

⑫

十
三
日
に
は
、
狛
孫

三
郎

に
も
進
藤
氏
の
非
を
訴
え
て
、
安
国
寺

の
還
附

を
求

め
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
単
な
る
質
流
事
件
が
大
き
く
な

っ
た

の

⑬

は
、
永
禄
十
年
八
月
廿
九

日

『
後
藤
喜

三
郎
言
上
書
』

に
も

あ

る

よ
う

に
、一

、

(
前
略
)
拾

月
を
雖
相
限
代
物

一
度

に

不
渡

候
て
八
月
迄
度

々
仁

被
相
渡
候
、
然
者
質
物
者
不
可
相
流
候
、

(
後
略
)

一

旧
冬
質

物
相
流
由
候
之
間
驚

入
、
則
元
利
可
返
弁
旨
、
代
物
を
至

木
浜
持

せ
懇
口
申
候
間
柄
仁
付
而
、
事
を
尽
数
篇
申
届
候

へ
共
、
月

迫
之
間
、
相
延
候
、
至
春
涯
分

可
申
調
之
由

(
中
略
)
当
春
者
、
蘆

浦
観
音
寺

・
本

間
右
馬
允
可
有
馳
走
之
由
、
下
代
者
申
談
由
候
間
、

其
分

に
て
候

之
処
、
御
書
を
被
取

理
不
尽
仁
可
有
知
行

(
後
略
)

一
、

(
前
略
)
此

銭
主
別
人
之
由
相
聞
候
、

と
、
後
藤
氏
が
申
し
出

て
い
る
た
め
で
あ

っ
た
。
そ

の
ほ
か
に
、

こ
の
相

論

に
対

し
て
、
六
角
氏

の
裁
断
が
進
藤
氏

の
訴
え
を

一
方
的

に
認

め
た
行

為

に
よ
る
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
た
め
、
観
音
寺
騒
動
以
来

ふ
た
た
び
六
角

八
九



氏
と
重
臣

の
間
で
争

い
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
件
は
、

四

で
述

べ
る
六
角
氏

の
恣
意
的
裁
断

と
、
直
奏
を
禁
じ
る
た
め
の

「御
沙
汰

奏
者
」
設
置

へ
の
要

因
と
も
な

っ
て
い
く

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
六
角

氏

の
行
為
に
反
発

し
た
後
藤
氏
と
親
類
衆

は
、
重
臣

三
雲
新
左
衛
門
尉
成

持
に
対
し

て
、
同
年

四
月
十
八
日
に
制
定
さ
れ
た
式
目
に
よ

っ
て
、
公
平

⑭

に
裁
断
さ
れ
る
よ
う

に
要
請
し
た
。

後
藤
被
申
上

二
付
而
、
最
前
申

上
候
安
国
寺
事
、
以

目
安
可
被
遂
御
糺

明
由
候
条
、

則
被
進
上
候
処
、

片
手
打

二
御
諚

之

由
驚
存
候
、

於
申

老
、
不
可
有
御
越
度
候
間
、
慥
有
御
披
露
如
御
法
被
加
御
裁
許
可
然
存

候
、

(
後
略
)

七
月
十
六
日

中
腥

(花
押
)

恒
安

(花
押
)

賢
弘

(花
押
)

三
雲
新
左
衛
門
尉
殿

こ
れ
に
対

し
て
三
雲

新
左
衛
門
尉
は
、

六
角
承
禎
側
近

の
落
合

八
郎
兵
衛

尉

・
驗
江
満
介

に
書
状
を
送

っ
て
、
六
角

氏
が
進
藤
氏

の
言
だ
け
を
取
り

あ
げ
て
、
後
藤
氏

の
上
申
状
を
披
見
し
な
い
の
は
、
偏
頗

の
処
置

で
あ
る

と
非
難
し
、
式
目
制
定

の
目
的
を
遵
守
し
て
、
公
平

に
糺
明
す
る
よ
う

に

主
張
し
て
い
る
。

こ
の
書
状

は
、
式
目
に
対
す

る
重
臣

の
態
度
を
み
る
こ

と
が
で
き

る
か
ら
、
長
文
で
は
あ

る
が
、
引
用
し
て
み
る
と
次
の
よ
う

で

㊧

あ

る
。

(
前
略
)
安
国
寺
之
儀
、
後
藤
被
申
上
目
安
状
不
被
及
御

一
覧
被
返
下

候
、
其
段
申
聞
候
処
、
彼
家
中
歴

々
至
当
所
相
越
申
事

二
御
公
事

理
非

ハ
御
糺
明
次
第
候
、
殊
今
度
御
置
目
も
有
之
事
候
間
、
其
御
諚
下
と
し

九
〇

て
、
何

と
し
て
可
相
破
候
哉
、
後
藤
我
等
縁

者
と
申
、
歴

々
入
来
候
而

歎
申
所
、

つ
き

は
な
し
か
た
く
候
、
皆

々
へ
の
と
x
け

に
て
候

間
、
旁

以

か
ニ
へ
て
お
き
申
、
御
な
け
き
申
候

ハ
て
不
叶
事
候
、
今
度
御
置
目

御
順
路
之
旨
、
公
私
御
誓
紙
之

上
者
、
双
方
目
安
を
被
御
覧
、

理
非
を

被
付
候
者
、

た
か
ひ
の
根
述
懐
も

不
可
有

之
候
間
、
被
加
御
分

別
、
御

順
路
之
儀

可
忝
存
事
、

被
対
進

山
御
両
殿
様
、
被
成
御
書
候
条
、
後
藤
方

目
安
状
不
及
被
成
御

披
見
旨
、
専

二
被
仰
出
候
、
歎

ケ
敷
存
候
、

今
度
定
被
置
御
条

目
内

二

歴
然
有

之
儀
候
、
申
掠
於
御
書
奉
書
者
不
可
被
成
御
許
容
由
、
相
究
儀

候
、
如
此
不
相
紛

子
細
、
我
等
無
功

二
付
而
、
不
申
達
様

二
、
歎
申
事

候
、
被
遂
御
糺
明
相
果
候

へ
者
、

ま
け
候
て
も
不
及
是
非
候
、
此
ま

丶

書
物
被
返
付
候

へ
者
、
我
等
若
者
に
て
申
所
を
口

申
た
て
さ
る
な
と

玉

口
外
候

へ
者
、
国
中

に
て
と
り
沙
汰
迷
惑
仕
候
、
可
届

な
と
理
を

つ
く

さ
れ
候
て
、
被
仰
付
候
者
可
忝
候
、
此
御
書
事
被
遣
候
段
、
後
藤
親
類

衆
最
前
申

上
候
者
、
被
得
御
意
、
狛

三
郎
兵
衛
尉
方
返
札

に
も
其
段
も

不
可
相
紛
之

間
、
為
御
披
見
進
上
候
、
後
藤
親
類
中
井
喜

三
書
状
如
此

候
間
、
中
半
に
て

ハ
難
打
置
候
、

可
然
様
御
披
露

憑
存
候
、
恐

々
謹
言

七
月
十
八
日

成
持

(花
押
)

こ
の
書
状

の
中
で
、

と
く

に
注
冖日
さ
れ
る
の
は
、

「
御
公
事
理
非

ハ
御
糺

明
次
第
候
、
殊
今
度
御
置
目
も
有
之
事
候
間
、
其
御
諚
下
と
し
て
、
何
と⑯

し
て
可
相
破
候
哉
」
と
い
う
文
言

で
あ
る
。

こ
れ

は
式
目
三
十

七
条

の
、

一
、

不
被
遂
御
糺
明
、

一
方
向
不
可
被
成
御
判
井
奉
書

事
、

に
対
す

る
違
背
行
為
を
い

っ
て
い
る
。
ま
た
、

「
今
度
御
置

目
御
順
路
之

旨
、
公
私
御
誓
紙
之
上
者
」

と
い
う
文
言
は
、

『
六
角
氏
起
請
文
』
ー-
公



と
、

『連
署
起
請
文
』
11
私
と
に
お
い
て
、
沙
汰
す

る
場
合
に
は
、
贔
屓

・
偏
頗
を
お
こ
な
わ
な

い
と
、
誓
約

し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
違
背
行
為

を
指
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
式

目
制
定
後
わ
ず
か
二
ヶ
月

で
、
六
角

氏

は
自
ら

の
規
定
を

無
視
し
て

い
る
。

こ
の
六
角

氏
の
行
為

に

重
臣
達

は
、
式
目
制
定

の
目
的
確
認
と
、
式

目
の
遵
守
と
を
、
強
く
要
求
し
て
い

る
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
事
件

の

結
末

に
つ
い
て
は
、

明
ら
か
に

す
る
こ
と
が

で
き
な

い

が
、

い
ま
ま
で
み
て
き

た
だ
け
で
も
、
式
目
制
定
前
後

の
事
件
と
し
て
、

式

目
制
定

に
影
響

の
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

四

式
目
制
定
の
目
的
と
特
色

前

節
ま
で
に
述
べ
て
き

た
よ
う

に
、
永
禄

六
年
以
降

の
六
角
氏

は
、
内

訌
と
そ
れ
に
伴
う
江
北
浅
井
氏
と

の
抗
争
、

さ
ら
に
重
臣
同
志

に
よ
る
争

い
な
ど
に
よ
り
、
衰
退

へ
の
道
を
急
速

に
進

ん
で
い
た
。

こ
の
よ
う
な
時

期

に
際

し
た
六
角
氏
と
重
臣
達
が
、
分
国
内

の
混
乱
を
鎮

め
、
安
定

し
た

体
制

を
再
現
す

る
た
め
に
起
草

し
た
の
が
、

こ
の

『
六
角
氏
式
目
』

で
あ

っ
た
。
式

目
制
定

の
根
本
目
的

は
、
式
目

の
最

初
の
部
分

に
あ
る
次

の
文

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

⑳

当
国

一
乱

已
後
、
不
任

公
私
意
、
猥
輩
為
御
成
敗
条

々
、

こ
こ
で

い
う

「
当
国

一
乱

己
後
」
と

は
、
前
に
み
た
観
音
寺
騒
動
を
指
し

て

い
る
。
こ
の
大
乱
以
後

「
猥
輩
」
"
無
法
者
が
六
角
氏

の
統
制
に
従

っ

て
お
ら
ず
、
分
国
内
が
無
秩
序
状
態

に
あ

っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
そ

し
て
、

こ
の

「
猥
輩
」
を
成
敗
す
る
法

の
制
定
を
目
的

と
し
て
、
式

目
が

起
草
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
制
定
方
法
は
、
大
名
六
角
氏

の

六
角
氏
式
目
制
定
の
目
的
と
背
景

一
方
的
下
附
の
形
式
を
と

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ

は
、
式
目
条
文

Pa'i

の
後

に

『連

署
起
請
文
』
が
あ
る
が
、
そ
れ

に
は
、
次

の
よ
う
に
述

べ
て

い
る
。

一

御
政
道
法
度
之
事
、
得
御
諚
、
愚
暗
旨
趣
書

立
、
備
上
賢
処
、
被

成
御
許
容
、
則
有
御
誓
紙
、
被
定
置
儀
、
忝
次
第
候
、

(
後
略
)

こ
れ

に
よ
れ
ば
、

六
角
氏

の
重
臣
達

が
起
草

し
た
条
文

に

つ
い
て
、
六
角

氏
が
承
認
す
る
。

そ
し
て
、
六
角
氏
と
重
臣
と

の
間
で
、
起
請
文
を
交
換

す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
式
目

は
発
効
す
る
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、

六
角
氏
自
身
に
よ
る
制
定

で
は
な
く
、
重
臣
達

の
協
議

に
よ

っ
て
起
草
さ
れ
て
い
る
例
は
、
追
加
条
目
が
あ
る
場
合
に

つ
い
て

の

㊧

こ
と
を
起
請
し
た
、

『
六
角
氏
起
請
文
』
第

一
項

に
も
み
る
こ
と
が

で
き

る
。一

国
中
法
度
今
度
定
置
旨
、
永
不
可
有
相
違
、
此
外
可
書

入
条
数
在

之

者
、
重
而
各
以
相
談
可
被
追
加
事
、

す
な
わ
ち
、
追
加
す
べ
き
条

目
が
あ
れ
ば
、

「
重
而
及
以
相
談
」
追
加
す

る
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

「
重
而
…
…
相
談
」
す
る
相
手
は
、
連
署
起

請
し
た
者
達

で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
、
重
臣
達

に

よ

っ
て
起
草

さ
れ
た
式
目
で
は
あ

る
が
、
六
角
氏
分
国
法
も
し
く

は
六
角

氏
家
法
と
し
て
の
性
格
を
有
す

る
以
上

は
、

ど
う

し
て
も
六
角
氏
の
承
認

を
必
要
と
す

る
の
で
あ
る
。
だ

か
ら

こ
そ
、

こ
の
式
目

の
各
条
目
に
対

し

て
、
六
角
氏

は
起
請

し
て
承
認
を
与
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
式

目
が
六
角
氏
分
国
内

お
よ
び
被
官
に
対
す

る
規
制
は
も
ち
ろ

ん
、
六
角
氏
自
身

の
行
為

に
つ
い
て
も
規
制
し
て
い
る
こ
と
を
、
若

干
の

例

に
よ

っ
て
示
し
て
み
る
。

九

一



　

一

従
先
規

不
仕
付
諸
役
夫
役
等
、
新
儀
不
可
被

仰
付
事

一

従
先
規
仕
来
諸
役
同
夫
役
等
、
無
謂
致
違
背
令
中
絶
者
、
被
任
先

⑳

例
、
堅
可
被
仰
付
事
、

こ
れ

は
三
十
五

・
三
十
六
条

で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、

三
十
五
条

に
は
、
先

規
よ
り
仕
付
け

て
い
な

い
諸
役

・
夫
役
等
は
、
新
儀

に
賦
課
さ
れ
な
い
と

規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
三
十

六
条

で
は
、
先
規

よ
り
賦
課
さ
れ
て
い
る

諸
役

・
夫
役
等

は
、

謂
れ
な
く
違
背
し
、

中
絶
す

る

こ
と
を

禁

じ
て
い

る
。
こ
の
ニ
ケ
条
は
、
前
者

に
お
い
て
は
、

六
角
氏

に
新
儀
課
役
を
禁
止

す
る
こ
と
を
求

め
、
後
者

で
は
、
従
来
か
ら
の
課
役

の
履
行
を
求

め
て
い

る
。
こ
の
よ
う

に
課
役

の
賦
課

に
お

い
て
も
、
六
角
氏
の
行
為

に
対
し
て

規
制

を
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
訴
訟

に
つ
い
て
も
、
六
角
氏
の

盗
意
的
裁
断
を
規
制
す

る
条
目
を
有
し
て
い
る

こ
と
は
、

六
角
氏
式
目
の

成
立

と
、
そ

の
特
色
を

み
る
上
で
、
注

目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、

六
十
五

・
六
十

六

・
六
十
七
条

に
は
、

訴
訟
の

取
次
奏
老

に

つ
い

⑫

て
、
次

の
よ
う
に
規
定
し

て
い
る
。

一

御
沙
汰
奏
者
之
事
、
今
度
致
誓
印
之
面

々
、
可
申
上
儀
勿
論
之
事

一

御
前
若
衆
中
、

今
度
起

請
文
連
判
仕
衆
、

御
沙
汰
奏
者
可

申
上

儀
、

可
為
勿
論
、

連
判
外

別
人
不
可
被
加
之
、

但
、

若
衆
中
被
仰

聞
、
御
請
於
申
上
者
、
可
被

入
之
、
然
者
、
余
人
各
別
仁
誓
紙
被
仰

付
、
御
沙
汰
之
奏
者
被
仕
儀
、
不
可
在
之
事

一

右
両
条
仁
被
書
載
之
外
、
御
沙
汰
訴
論
之
奏
者
被
申
上
儀
、

一
切

可
被
停

止
、
同
御
内
儀

御
執
合
申
輩
、
不
可
被
聞
召
入
、
然
者
、
御

沙
汰
訴
論
仁
付
而
、

御
執
合
申
候
、
可
為
曲
事
事
、

こ
の
条
目
は
、

六
角
氏

の
恣
意
的
裁
断
を
規
制
す
る
目
的
と
と
も
に
、

六

九
二

角
氏
が
そ

の
よ
う
な
行
為
を
す
る
原
因
と
も
な
る
直
奏
を
禁
止
す
る
目
的

で
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
訴
訟
を
お
こ
な
う
場
合
に
は
、
六

十
五
条
に
あ

る

「
御
沙
汰
奏
者
」

の
者

の
み
に
、
訴
訟
を
披
露

す
る
権
限

を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
、

「
御
沙
汰
奏
者
」
に
は
ど

の
よ

う
な
者
が
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

六
十
五
条

に
は
、
「
御
沙
汰
奏
者
之
事
、

今
度
致
誓
印
之
面

々
、
可
申
上
儀
勿
論
之
事
」

と
あ
る
。
だ
か
ら
、

『
連

署
起
請
文
』

に
起
請
し
た
者
が
、

「
御
沙
汰
奏
者
」

で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ

る
。
だ
が
、

こ
の

「
御
沙
汰
奏
者
」
と

い
う

の
は
、

六
角
氏
被
官

内

で
ど

の
よ
う
な
地
位

に
い
た
者
で
あ

ろ
う

か
。

『
連
署
起
請
文
』

に
署

名

し
て
い
る
氏
名
を
み
て
ゆ
く
と
、

三
上
越
後
守
恒
安

・
蒲
生
下
野
入
道

定
秀

二
二
雲
新
左
衛
門
尉
成
持

・
楢
崎
太
郎
左
衛
門
尉
賢
道

・
進
藤
山
城

守
賢
盛
な
ど

は
、
六
角
奉
行
人
と
し
て
、
数
多
く
の
下
知
状
等
を
発
給
し

て
い
る
。
ま
た
、
前

に
み
た
家
老

・
門
客

・
一
門
衆

な
ど

の
重
臣
を
も
含

ん
で
い
る
。
だ
か
ら
、
彼
ら
は
六
角
氏
被
官
内
で
の
重
臣
あ
る

い
は
老
臣

と

い
う
地
位
に
あ

っ
た
こ
と
は
疑

い
な

い
。
さ
ら
に
、

六
十
六
条

に

「
御

前
若
衆
中
、
今
度
起
請
文
連

判
仕
衆
、
御
沙
汰
奏
者
可
申
上
儀
、
可
為
勿

論
」
と
あ
る
。

こ
の

「
御
前
若
衆
」
と

は
、
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も

つ
地

位

で
あ

っ
た
の
か
不
明
で
あ

る
が
、
六
角
氏
側
近

の
臣

で
あ

っ
た
よ
う

で

あ
る
。
そ
れ
は
と
も

か
く
、

こ
の

「
御
前
若
衆
」

で
新
ら
た
に
奏
者

に
な

る
た
め
に
は
、

「
若
衆
中
被
仰
聞
、
御
請
於
申
上
」
後

に
、
は
じ
め
て
奏

者
に
列
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
御
前
若
衆
」
中

の
同

意
が
な
く

て
は
、
六
角

氏
も
奏
者
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に

「
御
前
若
衆
」

は
、
六
角
氏
側
近
と

し
て
、

前
述

の
重
臣

と
並

ん
で
大
き

な
力
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
六



十
七
条
で
は
、
訴
訟
を
奏
す
る
者

の
規
定
と
と
も

に
、

こ
の
奏
者
を
通
さ

な

い

「
御
内
儀
御
執
合
申
輩
」

の
訴
訟
は
取
り
あ
げ

て
は
な
ら
な
い
と
、

六
角
氏

に
制
約
を
く
わ
え
て

い
る
。

以
上
、
若

干
の
例

か
ら
、

六
角
氏
式
目
が
相
互
規
制

の
性
格
を
有

し
て

い
る

こ
と
を
み
た
が
、
最
後
に
式

目
に
対
す
る
双
方

の
起
請
文
前
書

を
比

較

し
て
、
そ

の
特
色
を
ま
と
め
て
み
る
。

六
角
氏
起
請
文

国
中
法
度
今
度
定
置
旨
、
永
不

可
有
相
違
、
此
外
可
書
入
条
数

在
之
者
、
重
而
各
以
相
談
可
被

追
加
事

⑧御
沙
汰
可
為
憲
法
上
者
、
於
及

訴
論
子
細
者
、
或
就
親
近
之
浅

深
令
贔
屓
、
或
依
奏
者
之
好
悪

致
偏
頗
儀
、
不
可
在
之
、
任
道

理
之
旨
、
対
万
民
如
順
路
可
加

成
敗
事

連
署
起
請
文
⑭

御
政
道
法
度
之
事
、
得
御
諚
、

愚
暗
旨
趣
書

立
、
備
上
覧
処
、

被
成
御
許
容
、
則
有
御
誓
紙
、

被
定
置
儀
忝
次
第
候
、
然
上
者
、

条

々
永
不
可
致
相
違
、
猶
以
此

外
可
被
書
入
題
目
出
来
者
、
各

被
仰
聞
、
可
有
御
追
加
事
、

訴
論
被
及
御
沙
汰
、
為
非
拠
輩

被
棄
置
処
、
或
乍
知
道
理
之
旨
、

号
無
理
之
御
成
敗
、
或
申
立
連

々
忠
節
奉
公
之
功
、
述
懐
申
儀
、

聊
以
不
可
在
之
、
就
中
、
御
成

敗
是
非
為
御
談
合
、
各
被
仰
聞

者
、
所
及
愚
意
、
不
恐
権
勢
、

不
顧
縁
者
親
類
等
、
如
順
路
可

申
上
事
、

六
角
氏
式
目
制
定
の
目
的
と
背
景

ﾛ._
.

南
北
鉾
楯
為
最
中
上
者
、
雖
不

及
申
、
戦
功
武
略
共
可
被
竭
忠

節
儀
肝
要
候
、
然
上
者
、
賞
禄

不
可
有
贔
屓
偏
頗

、
於
大
功
大

忠
者
、
及
力
限
可
計
之
、
猶
以

糺
軽
重
、
可
加
褒
美

間
、
粉
骨

之
輩
労
功
、
永
不
可
失
之
条
、

諸

卒
之
働
、
聊
不
被
為
、
廉
直

仁

可
被
告
知
事
、

就
南
北
都
鄙
鉾
楯
、
各
随
分
可

奉
抽
忠
節
、
聊
不
可
致
油
断
、

然
者
、
万
人
無
御
差
別
、
戦
功

武
略
共
以
粉
骨
輩
、
被
糺
其
浅

深
、
可
被
与
御
恩
賞
旨
忝
存
事

重
臣

の

『
連
署
起
請
文
』
第

一
項

に
、

「
則
有
御
誓
紙
」
と
あ
る
か
ら
、

こ
の
起
請
文

は

『
六
角
氏
起
請
文
』
を
受
け
た
か
た
ち

で
書
れ
た
も

の
で

あ
る
。
そ
れ
故

に
、
六
角
氏
が
重
臣
達

に
よ
り
起
草
さ
れ
た
式

目
に
対
し

て
、
ど
の
よ
う

に
対
応
し
た
か
を

み
る

こ
と
が

で
き
る
。

ま
ず
、

『
六
角
氏
起
請
文
』
㈹
項

か
ら
み
る
と
、

こ
こ
で
は
式
目
全
体

に
対
し
て
の
承
認
と
、
そ
の
遵
守
と
を
述

べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
前

に
も

み
た
よ
う

に
、
追
加
条
目
が
あ
れ
ば

「
号
以
相
談
」
追
加
す
べ
き

こ
と
を

規
定
し
て
い
る
。

こ
の
起
請
文
第

一
項

に
、
条

目
追
加

の
場
合
の
方
法
を

規
定
し
て
い
る
の
は
、
式

目
の
最
後

に
、

右
条

々
、

短
才
之
問
、

了
簡
蒙
昧
而
己
歟
、

併
当
国
之
外

可
被
憚
他

見

、
猶
以
依
念
劇
急
所

相
定
、
不
及
静
案
之
条
、
可
有
御
追
加
題
目
可

出
来
、
然
者
、
各
被
仰
聞
、
可
被
議
定

者
也
、
仍
所
被
定
置
如
件
、

と
あ
り
、

こ
の
式
目
は

「
短
才
之
間
、
了
簡
蒙
昧
而
己
歟

(中
略
)
猶
以

依

急
劇
急
所
相
定
、
不
及
静
案
」
故

に
、
条

目
追
加
が

「
可
出
来
」

こ
と

を
予
想
し
て
い
る
。

「
依
忿
劇
云

々
」
と
は
、

具
体
的

に
は
江
北
浅
井
氏

九
三



と

の
抗
争
に

つ

い
て
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
時

に

「
急
所
相
定
」

だ

か

ら
、

「
不
及
静
案
」
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
に
し
て
起

草
さ
れ
た
式

目
に
、
追
加
す

べ
き
条
目
が
あ

れ
ば
、
各

々
に
仰
せ
聞

か
さ

れ
て
、

「
可
被
議
定
」
で
あ

る
と
注
文
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
六
角

氏
と

の
起
請
文
交
換
以
前
、
す

で
に
追
加
条

目
は
各

々
が
評
議

し
て
決
定

す
る

こ
と
を
、
式
目

の
中
で
明
記

し
て
い
る
。
そ

し
て
六
角
氏

は
、

こ
れ

を
起
請
文
に
お
い
て
、
追
認

し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
さ
ら

に

こ
の
こ
と
を
重
臣
達
は
、

『
連
署
起
請
文
』

で
再
確
認
す
る
の
で
あ
る
。

次

に

『
六
角
氏
起
請
文
』
㈹
項

で
は
、
沙
汰

に
は
贔
屓

・
偏
頗
を
お

こ

な
わ
な
い
こ
と
を
誓
約
し
て
い
る
。
ま
た
重
臣
達
も
、
六
角
氏

の
裁
断

に

従
う

こ
と
を

誓
約
す
る
の
で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
、

式
目

の

「
御
沙
汰
奏

者
」
に
関
連

し
た
も

の
で
あ

る
。

.
最
後

の

『
六
角
氏
起
請
文
』
◎
項

に
お

い
て
は
、

「
南
北
鉾
楯
」
H
・江

南
六
角

氏
と
江
北
浅
井
氏
と
の
抗
争
中
は
勿
論
、
そ

の
他

の
戦
功

・
忠
節

に
対
し
て
の
恩
賞

に
は
、
偏
頗

の
な

い
こ
と
を
誓
約

し
て
い
る
。

こ
れ

に

対
す
る

『
連
署
起
請
文
』
も
、
被
官
各
層

の
忠
節
を
義
務
づ
け
て
い
る
。

い
ま
二

つ
の
起
請
文
を
比
較

し
て
み
た
が
、

と
く

に
㈲
項
で
は
式
目

の

目
的
を
、
さ
ら
に
は

っ
き
り
と
読

み
と
る

こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
は

『
連

署
起
請
文
』

の
署
名
者
達
が
、

六
角
氏
被
官
お
よ
び
分
国
内

の
諸
階
層

へ

の
規
制

の
み
な
ら
ず
、
主
家
で
あ

る
六
角
氏
自
身

の
行
為

に
対
し
て
も
、

規
制
し
よ
う
と
す

る
意
図

の
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

五

お

わ

り

に

い
ま
、

『
六
角
氏
式
目
』
制
定

の
歴
史
的
背
景

と
し
て
、
観
音
寺
騒
動

九
四

と
安
国
寺
質

流
相
論

と
い
う
、
六
角
氏
分
国
内

で
の
抗
争
を
と
ら
え
て
み

た
。

こ
の
二
つ
の
事
件

は
、
そ

の
発
端

に
お
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
単
な
る

小
事

と
し
て
鎮
ま
る
性
格

の
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が

六
角
氏

の
存

立
基

盤
を
危
う
く
す
る
ほ
ど

の
原
因
は
ど
こ
に
あ

っ
た

の
で
あ

ろ
う

か
。
こ
の

原
因
の
基
底
に
あ
る
の
は
、
や
は
り
、

六
角
氏
分
国
内

で
の
支
配
権
力

が

確
立

せ
ず
、
他
の
戦
国
諸
大
名

の
よ
う

に
、
被
官
を
自

己
の
下

に
支
配
し

き

れ
な
か

っ
た
か
ら
で
は
な

い
か
。
ま
た
、

こ
の
よ
う

な
弱

い
権
力
し
か

有

し
な
か

っ
た
六
角
氏
が
、
分
国
内
を
統

一
す
る
た
め
に
、
式
目

の
制
定

を

お
こ
な

っ
た
と
し
て
も
、
本
来
的
な
分
国
法
を
制
定
す

る
こ
と

は
で
き

な

か

っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
分
国
法
を
制
定

す
る
本
来

の
目
的
は
、

自
己

の
領
域
内
に
あ

る
諸

々
の
権
力
を
否
定
し
、
自

己
の
統

一
的

・
一
元

的
支
配

の
確
立
さ
れ
た
領
域
を
実
現
す
る
た
め
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
六
角
氏

の
場
合

は
ど
う
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
。
観
音
寺
騒
動
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
有
力
被
官
と
は
い
え
、
自
己

の
臣

の
仲
介
が
な
け
れ

ば
和
睦

で
き
な

い
。

ま
た
、
本
稿

で
ふ
れ
な

い
が
、
甲
賀
郡
中
惣

の
よ
う

に
、
分
国
内
に
独
立
的
権
力
機
構
が
存
在
す
る
と

い
う
状
態

で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
態
を
前
提
と
し
て
、

『
六
角
氏
式
目
』

の
条
目
を
読
む
な

ら
ば
、
そ
れ
が
六
角

氏
自
身

に
よ
る
、
強
力
な
統

一
的

・
一
元
的
支
配
を

確
立
す

る

た
め
で
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。

も
ち
ろ
ん
、

観
音
寺
騒
動
以

来
、
急
速

に
衰
退

の
方
向

に
す
す
ん
で
い
た
六
角
氏
で
あ

る
か
ら
、
分

国

内
を
再
統

一
し
、
権
力
基
盤
を
強
化
し
よ
う
と

し
た

の
は
当
然

で
あ
る
。

だ
が
、
多
く

の
有
力
被
官
を
抱
え
て

い
る
六
角
氏

は
、
こ
れ
ら
の
被
官
と

妥
協
し
な
け
れ
ば
、
分
国
内

の
再
統

一
は
不
可
能

で
あ

っ
た
。
だ

か
ら
有

力
被
官
達

は
、

六
角
馬

の
恣
意

に
よ
る
行
為
に
対

し
て
、
多
く

の
制
限
を



加
え
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う

に

『
六
角
氏
式
目
』
を
み
て
ゆ
く
と
、
そ
れ
は
被
官
が
主
家

に
行
動

の
規
制
を
加
え
て
い
る
と

い
う
だ
け

で
な
く
、
江
南

地
方

に
お
け

る
領
主
問
協
定
と
も
思
え
る
部
分
が
あ
る
。

こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
は
、
や

は
り
六
角
氏

の
支
配

・
権
力
機
構
を
明
ら
か
に
す

る
必
要

が
あ
る
。

さ
ら

に
、
在

地
領
主
と
し
て

の
有
力
被
官

に
つ
い
て
も
、
若
干

の
例
は
発
表
さ
れ
て

い
る
が
、
そ

の
多
く
は
、
甲
賀
郡
中
惣
と
の
関
連
で

な
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、

『
連
署
起
請
文
』

に
署
名
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

有

力
被
官

の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
急
務

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
成
果
の
上
に
、
守
護

大
名

六
角
氏

の
支
配

・
権
力
機
構
と
、
有
力
被
官

と

の
関
連
も
明
ら

か
と
な
る
。

今
回
の
報
告

は
、
衰

退
期
に
あ

っ
た
六
角

氏
の
動
向
と
、
有
力
被
官
と

の
か
か
わ
り
あ

い
を
、

『
六
角
氏
式
目
』
制
定

の
目
的
と
背
景
と
い
う
、

表
面
的
な
面
か
ら
み
る

こ
と
を
目
的

と
し
た
も

の
で
あ

る
。
内
部
的
問
題

に
つ
い
て
は
、
先

に
述
べ
た
よ
う
に
、
守
護
大
名
と
し
て
の
六
角
氏
と
、

個

々
の
在
地
領
主
層

の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
方
向

で
、
今
後

の
課
題
と

し
て
み
る
。

註①

牧
健

二

「
義
治
式
目
の
発
見
と
其
価
値
」
(
『
法
学
論
叢
』
三
十
七

巻
五
号
)

②

『
長
享
年
後
畿
内
兵
乱
記
』

(『
騎
襴
史
籍
集
覧
』

第
十

六
、

三
〇

八
頁
所
収

)

③

『厳
助
往
年
記
』

あ

る
い
は

『
厳
助
大

僧

正
記
』

(
『
続
群
書
類

従
』
三
十
上
、
六
十
六
頁
)

④

『
足
利
季
世
記
』
(
『蔚
繍
史
籍
集
覧
』
第
十
亠ハ

ニ
六
五
頁
)

六
角
氏
式
目
制
定
の
目
的
と
背
景

⑤

同
右
、

二
六
四
頁

⑥

『勢

州
軍
記
』
(
『
続
群
書
類
従
』

二
十

一
上
、
十

三
頁
)

⑦

『足

利
季
世
記
』
(
『騎
襴
史
籍
集
覧
』
第
十
亠ハ

ニ
六
四
頁
)

⑧

同
右
、
二
六
四
頁

⑨

同
右
、
二
六
四
ー

二
六
五
頁

⑩

『勢

州
軍
記
』
(
『
続
群
書
類

従
』

二
十

一
上
、

一
五
頁
)

⑪

『
長
享
年
後
畿
内
兵
乱
記
』

(『
蔚
襴
史
籍
集
覧
』

第
十

六
、

三
〇

九
頁
)

⑫

同
右
、
三
〇
九
頁

⑬

『
勢
州
軍
記
』

(『
続
群
書

類
従
』

二
十

一
上
、

一
五
頁
)

⑭

同
右
、

一
五
頁

⑮

『
多
賀
神
社
文
書
』
(
『
蒲
生
郡
志
』

六
二
〇
頁
)

⑯

『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
十
七
、

≡

二
四
頁

⑰

『
永
禄
九
年
記
』

(『
続
群
書

類

従
』

二
十
九
下
、

四

=

頁

⑱

『
芦
浦
観
音
寺
文
書
』
(
仏
教
大
学
日
本
史
研
究
室
所
蔵
写
真
版
)

⑲

同
右
、

⑳

同
右
、

⑳

同
右
、

⑳

同
右
、

⑱

同
右
、

⑳

同
右
、

㊧

同
右
、

⑳

『
中
世
法
制
史
料
集
』
第

三
巻
、

二
六
五
頁

⑳

同
右
、

二
五
九
頁

⑱

同
右
、

二
七

一
-
二
七
四
頁

⑳

同
右
、

二
七
四
-
二
七
五
頁

⑳

同
右
、

二
六
五
頁

九
五



⑳

同
右
、
二
六
五
頁

⑫

同
右
、
二
七
〇
1

二
七

一
頁

⑬

甲
賀
郡

『
黒
川
氏
文
書
』
そ

の
外
、
多
数

の
文
書

が
見

い
出
さ
れ

る
。

九
六

⑭

⑧
項

に
は

三
ケ
条
あ

る
が
、

こ
こ
で
は
後

の
ニ
ケ
条

は

省
略
し

た
。

⑳

『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
三
巻
、

二
七

一
頁


